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児童発達支援 ｈ
１．重症心身障害以外
２．重症心身障害

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

共生型サービス対象区分 １．非該当　　２．該当

共生型サービス体制強化（※7）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※6） １．Ⅰ　　２．Ⅱ

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

１．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

送迎体制（重度） １．なし　　２．あり

延長支援体制 １．なし　　２．あり

専門的支援加算体制 １．なし　　２．理学療法士等　　３．児童指導員　

送迎体制 １．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者欠如 １．なし　　２．あり

児童指導員等加配体制（Ⅰ）
　　　１．なし　２．専門職員（理学療法士等）　３．児童指導員等　４．その他従業者

５．専門職員（保育士）

開所時間減算 １．なし　　２．あり

強度行動障害加算体制 １．なし　　２．あり

栄養士配置体制（※4）
　　　　　　　　　　　１．なし　　　　　　２．その他栄養士
　　　　　　　　　　　３．常勤栄養士　　　４．常勤管理栄養士

特別支援体制 １．なし　　２．あり

定員超過 １．なし　　２．あり

職員欠如 １．なし　　２．あり

未就学児等支援区分 １．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

看護職員加配体制（重度） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

開所時間減算区分（※3） １．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

自己評価結果等未公表減算 １．なし　　２．あり

提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等

　２０．その他（愛媛県）

適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

地域区分各サービス共通

「児童指導員等加配体制（Ⅰ）」

加算対象資格に、手話通訳士及び手話通訳者を追加。専

門的支援体制加算体制の創設に伴い「5.専門職員（保育

士）」が追加。

（新設）「専門的支援加算体制」

人員基準に加えて以下の職員を1名以上配置した場合

①理学療法士等：理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、保育士（保育士は、保育士として5年以上児童福祉

事業の従事者。）

②児童指導員：児童指導員として5年以上児童福祉事業

の従事者。

※①の保育士、②の児童指導員は児童発達支援のみ算

定対象。（放課後等デイサービスには含まれない。）

「児童指導員等加配体制（Ⅱ）」→廃止。

支援の質向上を図る観点より、専門的支援加算を新設。

「福祉・介護職員処遇改善加算」

・加算率が変更。

・加算Ⅳ、Ⅴについては令和3年度より廃止。令和２年

度から継続して算定する場合のみ１年間の経過措置有。

（令和４年３月サービス提供分までは算定可能）

「福祉・介護職員処遇改善特別加算」
・令和3年度より廃止。令和２年度から継続して算定す
る場合のみ１年間の経過措置有。（令和４年３月サービ
ス提供分までは算定可能）

「福祉・介護職員処遇改善特定加算」

・加算率変更

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。

＜主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所（児童発
達支援、放課後等デイサービス＞

医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療

的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算は廃

止。

【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

わせる事業所）については従来どおり基本報酬に看護

職員等加配加算を加える構造を維持。



提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。
【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

１．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

特別支援体制 １．なし　　２．あり

送迎体制（重度） １．なし　　２．あり

１．Ⅰ　　２．Ⅱ

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

延長支援体制 １．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

保育職員加配

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※6）

１．なし　　２．あり

開所時間減算 １．なし　　２．あり

開所時間減算区分（※3） １．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

福祉・介護職員処遇改善加算対象

定員超過

福祉専門職員配置等

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

医療型
児童発達支援

１．医療型児童発達支援
    センター
２．指定発達支援医療機関

児童発達支援と同じ



提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。
【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※6） １．Ⅰ　　２．Ⅱ

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

共生型サービス対象区分 １．非該当　　２．該当

共生型サービス体制強化（※7） １．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

職員欠如 １．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者欠如 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

延長支援体制 １．なし　　２．あり

専門的支援加算体制 １．なし　　２．理学療法士等

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

特別支援体制 １．なし　　２．あり

強度行動障害加算体制 １．なし　　２．あり

１．非該当　　２．区分１　　３．区分２

定員超過 １．なし　　２．あり

開所時間減算 １．なし　　２．あり

放課後等デイ
サービス

１．重症心身障害以外
２．重症心身障害

障害児状態等区分

開所時間減算区分（※3）

自己評価結果等未公表減算

福祉専門職員配置等

送迎体制（重度）

１．なし　　２．あり

児童指導員等加配体制（Ⅰ）
　　　１．なし　２．専門職員（理学療法士等）　３．児童指導員等　４．その他従業者

５．専門職員（保育士）

看護職員加配体制（重度）

１．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

「障害児状態等区分」 ※基本報酬の見直し

現行の区分1、区分2の区分分けによる

報酬体系を廃止。新たに医療的ケア児のための判定基準

のスコアの点数に応じ段階的な評価を行う「医療的ケア

児」の基本報酬区分を創設。

①区分１：サービス提供時間が３時間以上の場合
②区分２：サービス提供時間が３時間未満の場合

「児童指導員等加配体制（Ⅰ）」
児童発達支援と同じ。

（新設）「専門的支援加算体制」

人員基準に加えて以下の職員を1名以上配置した場合の

加算
※児童発達支援とは異なり保育士、児童指導員は

含まれない。

児童発達支援と同じ



提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。
【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

保育所等訪問支援

訪問支援員特別体制

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者欠如 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

１．なし　　２．あり

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

１．なし　　２．あり

訪問支援員特別体制

キャリアパス区分（※5）

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象

児童発達支援管理責任者欠如 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

居宅訪問型
児童発達支援

児童発達支援と同じ

児童発達支援と同じ



提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。
【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※6） １．Ⅰ　　２．Ⅱ

１．非該当　　２．該当

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等

栄養士配置体制（※4）
　　　　　　　　　　　１．なし　　　　　　２．その他栄養士
　　　　　　　　　　　３．常勤栄養士　　　４．常勤管理栄養士

ソーシャルワーカー配置体制 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

小規模グループケア体制 １．なし　　２．本体施設又は同一敷地の建物で行う場合　　３．サテライト

自活訓練体制（Ⅰ） １．なし　　２．あり

自活訓練体制（Ⅱ） １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

定員超過 １．なし　　２．あり

看護職員配置体制 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

児童指導員等加配体制 　　　１．なし　　２．専門職員（理学療法士等）　　３．児童指導員等

強度行動障害加算体制 １．なし　　２．あり

心理担当職員配置体制（※9） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

職業指導員体制 １．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

重度障害児入所棟設置（知的・自閉）
（※8）

重度障害児支援（強度行動障害） １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

重度肢体不自由児入所棟設置（※8）

障

害

児

入

所

給

付

福祉型障害児
入所施設

１．なし
２．あり

１．当該施設が単独施設
２．当該施設に併設する
　　施設が主たる施設
３．当該施設が主たる施設

１．知的障害児
２．自閉症児
３．盲児
４．ろうあ児
５．肢体不自由児

「小規模グループケア体制」
建物自体が本体施設から分離した場所（外部のアパー
ト、法人所有の土地内の別の建物等）で、小規模な生
活単位を設けて支援を行う(サテライト型）を可能とす
る。

①理学療法士等：理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士

「重度障害児入所棟設置(知的・自閉)」

「重度肢体不自由児入所棟設置」
→（欄の名称の変更）

（新設）「ソーシャルワーカー配置体制」

人員基準に加えて以下の職員を1名以上配置した場合の

加算

・ソーシャルワーカー（①社会福祉士、②障害福祉
サービス事業、障害児通所支援又は障害児入所支援に
５年以上従事した経験を有する者）を専任で配置した
場合

児童発達支援と同じ



提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。
【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※6） １．Ⅰ　　２．Ⅱ

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象

自活訓練体制（Ⅰ）

１．なし　　２．あり

ソーシャルワーカー配置体制 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

小規模グループケア体制

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

自活訓練体制（Ⅱ）

重度障害児入所棟設置（知的・自閉）
（※8）

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象

心理担当職員配置体制（※9） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

保育職員加配 １．なし　　２．あり

重度肢体不自由児入所棟設置（※8） １．なし　　２．あり

定員超過 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

重度障害児支援 １．なし　　２．あり

強度行動障害加算体制 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等

費

医療型障害児
入所施設

１．医療型障害児入所施設
２．指定発達支援医療機関

（新設）「強度行動障害加算体制」

放課後等デイサービスにおける強度行動障害児支援加

算を、医療型障害児入所についても算定できるよう創

設。
強度行動障害を持っている児童に対し、放課後等デイ
サービスにて強度行動障害支援者養成研修修了者が
サービスを提供した場合に算定。

「重度障害児入所棟設置(知的・自閉)」

「重度肢体不自由児入所棟設置」
→（欄の名称の変更）

（新設）「ソーシャルワーカー配置体制」
福祉型障害児入所施設と同じ。

児童発達支援と同じ



提供サービス
特例による指定の

有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（令和３年度から）

※令和３年度報酬改定について、R3.2.4報酬概要をもとに記載しています。

詳細な要件は、報酬告示、留意事項通知、報酬Q&A通知等を御確認ください。
【児童発達支援】基本報酬の見直し

新判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基

本報酬を創設。重心事業所（主に重症心身障害児を通

※１　              　　　　

※２             　　　　「定員規模」欄には、定員数を記入すること。            　　　　

※３

※４

※５

※６

※７

※８

※９

　栄養士配置加算（Ⅰ）については「３：常勤栄養士または４：常勤管理栄養士」を選択する。
  栄養士配置加算（Ⅱ）については「２：その他栄養士」を選択する。
　栄養マネジメント加算については「４：常勤管理栄養士」を選択する。

「キャリアパス区分」欄は、福祉・介護職員処遇改善加算対象が「２．あり」の場合に設定する。

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分」欄は、福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象が「２．あり」の場合に設定する。

「共生型サービス対象区分」欄が「２．該当」の場合に設定する。

「重度障害児入所棟（知的・自閉）」及び「重度肢体不自由児入所棟」は、「厚生労働大臣が定める施設基準」の要件を満たすこと。

「心理担当職員配置体制」欄の「３．Ⅱ」は、配置した心理指導担当職員が公認心理師の資格を有している場合に設定する。

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

 18歳以上の障害児施設入所者への対応として、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもって、障害者総合支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置の有無を設定する。

「開所時間減算区分」欄は、開所時間減算が「２．あり」の場合に設定する。          　　　　

相

談

支

援

障害児相談支援

主任相談支援専門員配置 　１．なし　　２．あり

ピアサポート体制 　１．なし　　２．あり

要医療児者支援体制 　１．なし　　２．あり

精神障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

相談支援機能強化型体制 １．なし　２．Ⅱ　４．Ⅰ　５．Ⅲ　６．Ⅳ

行動障害支援体制 　１．なし　　２．あり


